
 

＜参考＞ 

ＬＮＧ船の相互利用に関する基本契約の概要 

 

１．概 要 

・ 両社が、それぞれの子会社を通じて用船するＬＮＧ船を相互利用する

際の、貸し手（船主）側と借り手（用船者）側の責任区分や費用の支

払方法などの基本条件をあらかじめ定めたもの。 

・ 計画外やスポットの輸送ニーズに迅速に対応することが可能となる。 

・ 東京電力の子会社であるエルエヌジー・マリン・トランスポート株式

会社、パシフィック・エルエヌジー輸送株式会社、トランスオーシャ

ン・エルエヌジー輸送株式会社の３社と、東京ガスの子会社である東

京エルエヌジータンカー株式会社が締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．締結日 

   平成 18 年 12 月 21 日 
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３．子会社の概要 

○東京電力グループ 

◆エルエヌジー・マリン・トランスポート株式会社 

（１）設立年月日：平成 16 年 10 月５日 

（２）所 在 地：東京都港区新橋１丁目１－１ 

（３）社 長：川口 信（かわぐちまこと） 

（４）事 業 内 容：ＬＮＧの海上輸送事業及びその代理業等 

（５）資 本 金：9,500 万円 

（６）出 資 比 率：東京電力 70％、日本郵船 15％、三菱商事 15％ 

 

◆パシフィック・エルエヌジー輸送株式会社 

（１）設立年月日：平成 13 年４月 20 日 

（２）所 在 地：東京都港区新橋１丁目１－１ 

（３）社 長：根岸 優（ねぎしまさる） 

（４）事 業 内 容：ＬＮＧの海上輸送事業等 

（５）資 本 金：9,500 万円 

（６）出 資 比 率：東京電力 70％、三菱商事 20％、日本郵船 10％ 

 

◆トランスオーシャン・エルエヌジー輸送株式会社 

（１）設立年月日：平成 14 年 12 月 10 日 

（２）所 在 地：東京都港区新橋１丁目１－１ 

（３）社 長：根岸 優（ねぎしまさる） 

（４）事 業 内 容：ＬＮＧの海上輸送事業等 

（５）資 本 金：9,500 万円 

（６）出 資 比 率：東京電力 70％、日本郵船 20％、三菱商事 10％ 

 

○東京ガスグループ 

◆東京エルエヌジータンカー株式会社 

（１）設立年月日：平成３年３月５日 

（２）所 在 地：東京都港区海岸１丁目５－20 

（３）社 長：干鯛 和政（ひだいかずまさ） 

（４）事 業 内 容：船舶の保有、船舶貸渡業、ＬＮＧおよびＬＰＧの  

海上輸送、海事関連の調査等 

（５）資 本 金：12 億円 

（６）出 資 比 率：東京ガス 100％ 

 

以 上
 




